
1 相談します
　介護や支援が必要と思ったら、地域包括支援センターや役場保健福祉課
の窓口で、利用したいサービスなどについて相談します。入院中の方は病院
の医療ソーシャルワーカー（相談員）に相談します。

介護保険のサービス利用までの流れ
　介護保険のサービスを利用したいときには、要介護認定申請や基本チェックリストを実施する必要
があります。今回は介護保険のサービス利用までの流れをまとめました。

要介護（要支援）認定申請から認定結果の通知まではおおむね30日以内です。
基本チェックリストを実施して「事業対象者」として利用する場合は、

要介護（要支援）認定申請を受ける場合より短期間でサービスにつながります。

2 申請します
　役場保健福祉課または各振興センターで、
要介護（要支援）認定の申請をします。
※申請は地域包括支援センターや居宅介護支援事
業者、介護保険施設などに代行してもらうことも
できます。

2 基本チェックリストを受けます
  地域包括支援センターで、生活機能を調べ
る、「基本チェックリスト」を受けます。
　生活機能の低下がみられた場合は、介護
予防・生活支援サービス事業対象者（事業対
象者）となります。

3 認定調査・審査・判定
　介護認定調査員が自宅を訪問し、心身の
状態について調査を実施します。
　調査結果はコンピュータで判定（一次判
定）され、さらに主治医意見書とともに介護
認定審査会で審査・判定（二次判定）されます。

4 認定結果の通知 サービスの利用
介護予防ケアプランに沿ったサービス利用

ケアプランに沿ったサービス利用

基本チェックリストの実施により生活機能の
低下がみられた場合は「事業対象者」として
総合事業ケアプランに沿ったサービス利用
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介護予防サービス　介護サービス
を利用したい人

介護予防・生活支援サービス事業
（総合事業）
を利用したい人

生活機能とは？
　人が生きていくための機能全体のことで、
体や精神のはたらきのほか、日常生活動作や
家事、家庭や社会での役割のことなどです。
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